
 

 

10月 10日は児童手当の支給日です 

  

 児童手当は、2月、6月、10月が支給月となっ

ています。 

中学生のお子様だと1人1カ月10,000円が支

給されますので、児童手当は毎回 40,000 円（4

カ月分）が支給されます。 

 公務員は給料と一緒に児童手当が支給されるの

で、10月の給料日が児童手当の支給日となります

が、民間にお勤めの方は 10月 10日（木）に登録

している口座に児童手当が振り込まれます。現金を

直接市役所等の窓口で受け取る市町村もあるよう

です。 

 児童の定義は、「18 歳に達する日以後の最初の

3月 31日までにある者」と定義されていますが、

手当が支給されるのは、「15 歳に達する日以後最

初の 3 月 31 日までの間にある児童」となってい

ます。よって通常、中学校を卒業すると児童手当は

支給されなくなります。   

城東中学校事務室 

第４号 

令和元年１０月４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                          

                          

  「                        

                          

                          

                                             

                                              

                         

 

 

 

 

 実りの秋です。心は豊かに体はホッソリ。そんな秋にしたいです。今月もよろしくお願いします。 

年末調整 

 「今年も残すところあと 3か月」と、今年はじめて耳

にしました。スノータイヤやクリスマスケーキ、おせち

のＣＭ等をみると、「早いっ！」と驚きますが、いつも気

がつけばどれもこれもギリギリで準備しています…。 

 事務職員にとっては、これから年末調整の時期がやっ

てきます。学校は年末調整にとりかかるのが早いと思い

ます。10月中旬には、職員に年末調整の書類を配布し、

11月中旬に提出をお願いします。その後、間違いがない

か 1 件づつ確認をします。この作業が細かくてちょっと

しんどい…年末の一仕事です。 

 「30年くらい前は、電卓片手に夜通し計算していた。」

と先輩事務職員から話を聞いたことがありますが、それ

を思えば、楽になりました。 

１０月の学校預り金 
 

初回振替日 １０月１０日（木） 

再度振替日 １０月２３日（水） 

    

   ※通帳残高の確認をお願いします。 

   

文責：事務室（渡辺） 

☆購買からおしらせ☆ 

 ついに 10月 1日から消費税が 10%になってし

まいました…。9月にお庭の冬囲いをしている庭師

さんを見たときに、「これも増税対策かな」と思いな

がら、先々のことまで気が付く方々に頭が下がりま

した。 

 

学校の購買品については、今年度は値上がり無

しです。 

☆名札・・・・・・・・・・・２７０円 

☆女子ネクタイ・・・・1250円 

☆男子制服金ボタン（大小とも）・・・30円 

☆男子制服裏ボタン・・・20円 

☆女子制服ボタン・・・・・20円 

  

 当然ですが、キャッシュレス対応はしていません。

ポイント還元もありません(^^) 


